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「ここが変だよ カンボジア法」 
（第6回 民法編その３） 

 

１．賃貸借契約 補足 

 

(1) 前号のおさらい 

 前回号において、「カンボジア民法において
も、対抗要件を備えることによって、不動産賃
借権を第三者に対抗することができます。即ち、
ある条件を備えることによって、当事者以外の
利害関係人に対して、自らがその不動産を借り
ていることを主張することができます」、「した
がって、借主が実際に居室を使用していれば、
仮に、大家がその居室を他の人に二重に貸し
渡していたとしても、自分が正当な借主である
ことを主張することができるわけです」ということ
を書かせて頂きました。 

(2) 注意点 

 ここで注意頂きたいのですが、上記のように、
賃借人（借主）が第三者に対して自らがその不
動産を借りていることを主張することができるた
めには、大家がその不動産の所有権を有して
いる、又は、所有者からその不動産を借りてい
る等、大家がその不動産を利用するための正
当な権限を有していることが必要となります。 

 民法上、不動産を合意によって取得する場
合において、これを有効に取得するためには、
登記を行わなければならないと規定されていま
す（民法135条）。 

 ですので、借主の方が自分の権利を完全に
保護するためには、その不動産について大家
名義の所有権登記が存在する、又は、大家が、
不動産の所有権登記の名義人からからその不
動産を借り受けている必要があります。 

 弊所におきましても、そのような物件を賃借さ
れることを推奨しております。 

 

２．消費貸借契約 

  

(1) 消費貸借契約とは 

 消費貸借契約とは、貸主が金銭や米等、代
替できるものを一定期間、借主に貸し渡し、そ
の期間の経過後に借主が貸主に対して預
かった物と同等の物を同量、返還する義務を
負う契約を言います（民法578条）。 

 上記の内、一番馴染み深いのが、金銭を目
的物とする金銭消費貸借契約ですが、金銭同
様代替できる物（米や植物の種）を対象とする
ものであれば、同契約の対象となります。 

(2) 契約の成立 

 消費貸借契約は合意のみによって成立しま
すが（民法579条）、契約を書名で行わない場
合には、契約の両当事者は、いつでも契約を
撤回することができます（民法580条本文）。 

 もちろん、借主が既に借り受けた物について
は撤回することができないとされていますので
（同条但書）、借主は返還義務を負います。 

 また、消費貸借契約には利息が発生するの
が通常ですが、利息が発生するためには、消
費貸借契約とは別に利息契約を締結しなけれ
ばなりません（民法583条）。 

 利息契約を有効に成立させるためには、利
息契約（通常、消費貸借契約と同時に行いま
す）を借主の書名がある書面によって行わな
ければなりません（同条3項）。 

 ところで、金銭消費貸借契約を公正証書で
作成する場合、この公正証書は確定判決と同
じ効力を有しますので（民事訴訟法350条2項
6号） 、借主がこれを返してくれないというとき
でも、裁判手続を経ることなく執行することが
できます。 

 カンボジアにおいては、非常に裁判にかか
るリスク・コストが高いことから、金銭消費貸借
契約を締結する場合においては、公正証書を
作成されることをお勧め致しますが、少なくとも、
上記理由から、消費貸借契約を締結する場合
には、書面を作成されることお勧め致します。 

 

（MAR & Associates  Of Counsel 村上 暢昭）   
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日本語・英語翻訳なら 
アズワンランゲージにお任せください 

 
 Email: info@asonelanguage.com 

 
Ｅメールをいただきましたら 
すぐにご連絡いたします 

(電話：+81-72-978-8470) 

発行元・文責： As One Language Co., Ltd. 
 

日英翻訳歴10年。米国、日本、カンボジアに在住歴があり、 

カンボジアの状況も理解している日英翻訳者が責任をもってご対応いたします。 

まずは info@asonelanguage.com までお気軽にお問い合わせください。 
便利なお支払方法： クレジットカード、日本またはカンボジア国内の銀行までお振込み、PayPal など 

アズワンランゲージ株式会社  |  大阪府柏原市高井田1585-6  |  +81-(0)72-978-8470 

アズワンランゲージ代表 杉本直子 （翻訳者 / 翻訳品質管理責任者） 

カリフォルニア州立大学卒業。大手半導体メーカーの社内翻訳を経て、2006年に翻訳専門のアズワンランゲージ株式会社を設立。 
現在、カンボジア系米国人の夫と息子と共に大阪在住。子育てと日英翻訳業務に奮闘しています。 
日本翻訳連盟、American Translators Association (米国翻訳者協会) 会員。 

英語で読む世界のニュース  - ミニ時事英語 

Big finance tackles racism by hiring 'nameless' graduates 

Ever felt you missed out on a job because of your name? That could be 
about to change for graduates seeking a career in finance. Top firms such as 
HSBC and Deloitte said that they'll start recruiting graduates in the U.K. 
without asking for their name.  

They are among a group of British companies and public sector employers 
that want to tackle racial discrimination by selecting candidates without 
knowing who they are.  

Job seekers with foreign-sounding names have to send out twice as many 
resumes as candidates with "native" names before landing an interview, 
research from the Organisation for Economic Co-operation and 
Development found.  

HSBC, Deloitte, Virgin Money, KPMG, the BBC, the National Health Service, 
local governments and civil service have all signed up for the "name blind 
hiring" initiative promoted by the U.K. government.  

"The program will help prevent unconscious bias and ensure that job offers 
are made on the basis of potential -- not ethnicity, gender or past personal 
circumstance," said David Sproul, CEO of Deloitte.  

Prime Minister David Cameron said it was "disgraceful" that people with 
"white-sounding names" were twice as likely as others to be shortlisted for 
jobs.  

金融大手、名前なし選考で人種差別撤廃を 

名前のせいで就職が不利だと感じたことは
ありますか。金融業界で大卒求職者のそん
な状況を改善する動きがあります。HSBCや

デトロイトなどの大手企業は、英国内の採用
試験で名前を伏せた選考を実施すると発表
しました。 

英国のその他の企業や公共機関も、人種差
別に対処するため、名前なしでの応募者選
考を実施する考えです。経済協力開発機構
（OECD）の調査によると、外国人に聞こえる
名前は、「英国人」らしい名前に比べて2倍

の数の履歴書を送らなければ、面接にこぎ
つけることができません。 

HSBC、デトロイト、バージングループ、KPMG、
BBC、国民保健サービス、地方自治体や官

公庁が、英国政府が推奨する「名前なしの
選考」の導入を表明しています。 

デトロイトのCEO、デービッド・スプロール氏

は「この選考方法では、無意識の偏見をなく
し、民族や性別、過去の状況ではなく、その
人の将来性に基づいた採用ができる」と語り
ます。 

キャメロン首相は、「白人の名前」を持つ人
が採用の最終選考に2倍の確率で残りやす

い点について、「不名誉なこと」であると語っ
ています。                          (出典： CNN Money) 

 

miss out 
「（機会）を逃す」 

graduate 
「卒業生」  

finance 
「金融」 

firm 
「会社、企業」 

such as… 
「…などの」 

recruit 
「募集、採用する」 
 
 

【ボキャブラリー】 

Race と Ethnicity  

「Race」は遺伝的・身体的な特徴で分
けられるのに対して、「Ethnicity」は歴

史や文化的特徴によって区別されま
す。多くの場合、1つの「Race」の中に
複数の「Ethnicity」が存在します。 

Gender と Sex 

「Gender」は社会的・文化的な役割か

ら見た性を意味する一方で、「Sex」は
生物学的・肉体的な特徴によって判
別される性を意味します。 
 

【類語ピックアップ】  
public sector 
「公共機関」  

employer 
「雇用主」 

tackle 
「対処する」 

racial discrimination  
「人種差別」 

candidate 
「応募者、志願者」 

job seeker  
「求職者」  
 

 
…-sounding 
「…らしい」 

native 
「自国の」 

land 
「着地する、獲得する」 

local government 
「地方自治体」 

sign up for 
「参加を約束する」  

promote 
「奨励する」 
 
 
 

 
prevent 
「防ぐ」 

unconscious 
「無意識の」 

bias 
「偏見、先入観」 

ensure 
「確実にする」 

job offer 
「仕事の依頼、採用」 

potential 
「将来性、可能性」 
 
 

 
ethnicity 
「民族」  
gender 
「性別」 

circumstance 
「状況」 

disgraceful 
「不名誉な」 

shortlist 
「最終リストに残す」  

 


